
令和６年度 第１回愛媛県地域公共交通網再編協議会 議事録 

 

日 時 令和６年６月 14 日（金）14：00～15：00 

場 所 愛媛県中予地方局 ６階 第１・２会議室 

 

１ 開会 

事務局  ：ただ今から、令和６年度第１回愛媛県地域公共交通網再編協議会を開会する。 

三好会長 ：本協議会の会長を務めさせていただいている、愛媛県政策企画局長の三好です。 

      コロナ等により社会環境が変化する中、本年９月に現行の「愛媛県地域公共交通網

形成計画」が終期を迎えることから、各委員の皆様方には昨年度より、次期「愛媛

県地域公共交通計画」について活発なご議論をいただいてきた。また、東・中・南

予の地域別に開催したワーキンググループでは、地域の実情や課題を踏まえた意見

交換を積み重ね、本年３月15日開催の前回協議会において計画の素案として取りま

とめた後、本年５月にはパブリックコメントを実施し、広く県民の皆様からもご意

見を頂戴したところ。本日は、次期計画の案をあらためてお示しし、ご承認をいた

だきたいと考えている。 

      公共交通は、新たなモビリティ・サービスの出現、人口減少による利用者の減少や

運転手不足の深刻化といった問題が顕在化するなど、激動の状況に置かれている。

次期計画の基本方針にも掲げるとおり、関係自治体や関係事業者と共創して持続可

能な公共交通ネットワークの確保に向けて取り組むべく、皆様の現場の実情を踏ま

えてご審議いただくようお願いする。 

 

２ 令和５年度事業報告及び収支決算、令和６年度事業計画及び収支予算について 

三好会長 ：本協議会は公開で行うことを了承いただきたい。 

      議事(1)「令和５年度事業報告(案)」及び議事(2)「令和５年度収支決算(案)」につ

いて、事務局から説明させる。 

事務局  ：※【資料１、２】により、令和５年度事業等を説明 

三好会長 ：ただいまの説明について質問等はあるか。 

      （なし） 

      議事(3)「令和６年度事業計画(案)」及び議事(4)「令和６年度収支予算(案)」につ

いて、事務局から説明させる。 

事務局  ：※【資料３、４】により、令和６年度事業等を説明 

三好会長 ：ただいまの説明について質問等はあるか。 

（なし） 

      議事(1)から(4)について承認してよろしいか。 

      （承認） 

 

３ 愛媛県地域公共交通計画（案）について 

三好会長 ：議事(5)「愛媛県地域公共交通計画（案）」について、事務局から説明させる。 

事務局  ：※【資料５－１】により、愛媛県地域公共交通計画を、 



       【資料５－２】により、令和７年度地域間幹線系統確保維持計画を説明 

三好会長 ：ただいまの説明について質問等はあるか。 

秋山委員 ：伊予小松駅舎に様々な産業が複合的に絡み合うよう機能強化を図れないか。また、

生活者の視点としてだが、交通機関の待ち時間を楽しめるよう、例えば自習室を設

けるといった工夫が必要だと考える。 

事務局  ：交通計画案の 47 ページで拠点間の接続強化や、49 ページで交通結節点の利便性向

上に取り組むこととしているので、ご理解いただきたい。 

松村副会長：平成 29 年に議論し策定した現行の県地域公共交通網形成計画は、先駆的な内容も

含まれた優れた計画であった。１つ意見をすると、予土線におけるクロスセクター

効果の検証には大きな意義がある。検証の結果で、どこまでなら税金を投入するこ

とが是とされるかの判断ができる。 

三好会長 ：ほかに意見がなければ、議事(5)について承認してよろしいか。 

      （承認） 

 

４ 愛媛県地域公共交通利便増進実施計画（私鉄版）について 

三好会長 ：その他事項「愛媛県地域公共交通利便増進実施計画（私鉄版）」について、事務局

から報告させる。 

事務局  ：※【資料６】により、愛媛県地域公共交通利便増進実施計画（私鉄版）を報告 

三好会長 ：ただいまの説明について質問等はあるか。 

（なし） 

 

５ その他意見 

岡本委員 ：施設のバリアフリー化を考えてほしい。例えばＪＲの施設でも、へんぴな場所にあ

る駅は、特に駅周辺の移動に不便を感じることがある。 

窪委員  ：当社としては、限られた予算の中で順序立ててバリアフリー化を進めることとして 

(ＪＲ四国) いるので、その点はご理解をいただきたい。 

 

６ 閉会 

事務局  ：以上で、本日の愛媛県地域公共交通網再編協議会を閉会する。 

 


